
 

 

空調設備更新運用管理業務契約に係る 

公募型企画競争公告 

 

島根県済生会江津総合病院が発注する空調設備更新運用管理業務契約について、公募型

企画競争を実施するので、社会福祉法人
恩賜

財団済生会 契約手続要領 第６条の規定により公

告します。 

 

 令和 5 年 7 月 28 日 

 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部島根県済生会 

                                          支部長  田 中 増 次 

  

 

１． 公募型企画競争に付する事項 

（１） 業務名 

島根県済生会江津総合病院 空調設備更新運用管理業務契約 

（２） 物品の内容等 

別添「空調設備更新運用管理業務契約仕様書（以下、「仕様書」という。）」のとおり 

（３） 履行場所 

〒６９５-８５０５ 

島根県江津市江津町１０１６-３７ 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部島根県済生会江津総合病院  

（４） 発注者 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部島根県済生会 

支部長 田中 増次 

（５） 契約行為者 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部島根県済生会江津総合病院 

院長 中澤 芳夫 

（６） 工事完了予定期限 

令和 6 年 3 月末日 

  



２．参加資格 

（１） 当病院類似若しくは同等以上の規模の病院において、リース物品にかかわる契約の履

行実績があること。 

（２） 業務運営に関して各種法令に基づく許可、認可、免許等を必要とする場合において、こ

れらを受けていること。 

（３） 次のいずれにも該当しないこと。 

①当該契約を締結する能力を有しない者及び破産者で復権を得ていない者 

②暴力団員が経営する業者又は経営支配する業者及びこれに準ずる者 

③次の各号の一に該当する事実があった後２年を経過していない者（これを代理人、 

 支配人その他の使用人として使用するものについても同じ。） 

 ア．公正な競争の執行を妨げた者又は公正な価格を害し、若しくは不正な利益を得る 

   ための連合をした者 

 イ．交渉権者が契約を結ぶこと又は履行することを妨げたもの 

 ウ．監督又は検査の実施にあたり職員及び職員が委託した者の職務の執行を妨げた者 

 エ．正当な理由なく契約を履行しなかった者 

 オ．契約に関する調査にあたり虚偽の申し出をした者 

 カ．前各号に類する行為を行ったもの 

 

３．参加資格申請手続き 

（１） ２．の参加資格を充たした上で本件公募型企画競争に参加する意思のある者は、公募

型企画競争参加申請書（第1号様式）及び関係書類を提出すること。 

（２） 公募型企画競争参加申請書に次の書類を添付すること。 

①参加申請者の最新の財務諸表の写し 

②参加申請者及び施工予定者の会社概要がわかるパンフレット 

③施工予定者の事業実績のわかる資料（当病院規模若しくは同等以上の規模の病院に 

 おいて、契約の履行実績があると確認できる書類を提出すること） 

④本件担当者の名刺 

※提出する関係書類は、すべてA４版にして①～③の順番で本申請書に綴じて1部 

 提出すること。 

 尚、提出した証明書等について説明を求められた場合には、これに応じること。 

（３） 提出方法については持参又は郵送（書留郵便）とする。 

（４） 提出期限については令和5年8月7日（月）3時迄とする。 

（５） 提出場所については以下のとおり。 

〒６９５－８５０５ 

島根県江津市江津町１０１６－３７ 

社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部島根県済生会江津総合病院 

企画経営課 用度係 槇野宛て（連絡先（代表）：０８５５－５４－０１０１） 

（６） 申請書等の作成及び提出に係る費用については提出者の負担とする。 

（７） 提出された申請書等は返却しない。 

（８） 提出期限以降における申請書等の差し替え及び再提出は認めない。 

（９） 公募型企画競争参加資格確認結果については公募型企画競争参加資格確認結果通知

書をもって通知する。 



４．現地見学、仕様書・提案書作成に関する質問と回答 

（１） 現地見学は可とする。企画経営課用度係に見学前日までに予約の上、令和5年8月10日

（木）までに行うこと。 

（２） 質問などについては令和5年8月16日（水）14時まで、受付・回答する。 

（３） 質問がある場合には文書にて受け付ける。（様式及び提出手段は問わない。） 

（４） 電話又は口答による質問は認めない。 

（５） 質問に対する回答は、参加が認められた者すべてにメールにて通知する。 

 

５．提案書及び提案見積書の提出 

 仕様書に基づき、提案書及び提案見積書（厳封）の作成を行うこと。 

（１） 提出期限 ： 令和5年8月17日（木） 12時 必着 

（２） 提 出 先 ： 「３．（５）提出場所」に示す場所 

（３） 提出方法 ： 持参、書留郵便（持参の場合は、必ず、担当宛てに事前の電話連絡を 

         行うこと。書留郵便の場合は必ず電話で到着確認を行うこと。） 

（４） 提出資料 ：提案書（１部）、提案見積書（１部） ※代表者の押印をすること。 

        委任状（様式5号様式）（1部） ※代理人等が参加する場合のみ。 

 

６．プレゼンテーションの実施について 

（１） プレゼンテーション実施日： 令和５年8月21日（月）を予定。 

ただし、プレゼンテーション参加者の個別の開始日時及び場所については、参加申請

者に対して令和５年8月18日（金）までにメールにて通知する。 

（２） 場所：島根県江津市江津町1016‐37 島根県済生会江津総合病院 2階 第1会議室 

（３） 所要時間：プレゼンテーション２０分以内、質疑応答２０分を予定。 

（４） プレゼンテーションに参加しない者は、参加資格を取り消す。 

（５） プレゼンテーションに際し、当院はプロジェクタ（HDMI接続）を準備する。 

※それ以外のパソコン等については、各自用意すること。 

（６） プレゼンテーションは、提出済みの提案書を用いて実施すること。 

（７） プレゼンテーションの参加者は、３名以内とすること。 

（８） プレゼンテーションの順番は、参加申請を提出した順番とする。 

 

７．提案見積金額に係る消費税及び地方消費税（以下、「消費税等」という。）の取り扱い 

（１） 提案見積書に記載された金額に当該金額の１００分の１０に相当する額を加算した金

額（当該金額に１円未満の端数がある時は、その端数を切り捨てた金額）をもって、提

案見積金額とする。 

（２） 参加者は消費税等に係る課税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積も

った金額の１１０分の１００に相当する金額を見積書に記載すること。 

 

８．審査及び結果 

（１） 審査及び評価は、提出された提案書及び提案見積書に基づき、当病院審査委員会

（以下「委員会」という。）にて行う。 

別紙「評価基準」に定める評価項目に基づき評価し、最も高い評価点の者を優先交渉

権者とする。 



 

（２） 委員会の構成は、当病院長が別に定める。 

（３） 審査内容についての質問は受け付けない。 

 

９．契約書の作成 

（１） 契約書作成の要否 

作成を要する。 

 

（２） 契約金額 

契約金額は事前見積書に記載された金額に消費税等を加算した金額で執り行うものと

する。 

 

１０．契約状況 

 （１）契約書：優先交渉権者により作成 

 （２）契約日：企画競争の翌日以降（土日祝日を除く） 

 

１１．入札保証金 

   免除する。 

 

１２．結果の公表 

企画競争の結果については、契約名・採択事業者を当院ホームページにて公表する。 

 

１３．その他 

提案競争後、いかなる場合でも、仕様関連書類等の不知又は不明を理由として異議を

申し立てることはできない。 

 

１４．問い合わせ先 

   土日祝日を除く午前８時３０分～午後５時まで 

   〒６９５－８５０５ 

   島根県江津市江津町１０１６－３７ 

   社会福祉法人
恩賜

財団済生会支部島根県済生会江津総合病院 

   企画経営課 用度係 槇野康一 

電話（代表）：０８５５－５４－０１０１ 

   FAX：０８５５－５４－０１７１ 


